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豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 改正   

現行 改正後 

○豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 ○豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 

平成30年３月27日 平成30年３月27日 

条例第23号 条例第23号 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号。以下「法」とい

う。）に基づく住宅宿泊事業に係る届出手続及び住宅宿泊事業の適正な運営

の確保に関する必要な事項を定めることにより、国内外の観光旅客の宿泊に

対する需要に的確に対応するとともに住宅宿泊事業の健全な育成及び住宅宿

泊事業に起因する生活環境の悪化を防止することを目的とする。 

第１条 この条例は、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号。以下「法」とい

う。）に基づく届出手続及び住宅宿泊事業の適正な運営の確保に必要な事項

を定めることにより、住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化を防止するこ

とを目的とする。 

（用語） （用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 第２条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 

（区の責務） （区の責務） 

第３条 豊島区（以下「区」という。）は、第１条の目的を達成するため、住

宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定し、実施するものとする。 

第３条 豊島区（以下「区」という。）は、第１条の目的を達成するため、住

宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策を策定し、実施するものとする。 

２ 区は、前項の施策の実施に当たっては、警察、消防その他の関係機関と連

携をとるものとする。 

２ 区は、前項の施策の実施に当たっては、警察、消防その他の関係機関と連

携をとるものとする。 

３ 区は、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、次の各号に掲げる対

応を要請するものとする。 

（削除） 

(1) 苦情が発生した際の誠実な対応  

(2) 区が行う衛生面の指導に対する誠実な対応  

(3) 区からの問い合わせに対する誠実な対応  

（届出住宅等の公表） （届出住宅等の公表） 

第４条 区長は、法第３条第１項に定める住宅宿泊事業を営む旨の届出があっ 第４条 区長は、法第３条第１項に定める住宅宿泊事業を営む旨の届出があっ
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たときは、届出住宅（法第２条第５項に規定する届出住宅をいう。以下同じ。）

の所在地、届出番号、届出年月日その他の規則で定める事項について規則で

定めるところにより、公表するものとする。 

たときは、届出住宅（法第２条第５項に規定する届出住宅をいう。以下同じ。）

の所在地、届出番号、届出年月日その他の規則で定める事項について規則で

定めるところにより、公表するものとする。 

２ 区長は、住宅宿泊事業者に対し、法第16条第１項に基づき、その業務の全

部若しくは一部の停止を命じ、又は同条第２項に基づき、住宅宿泊事業の廃

止を命じたときは、規則の定めるところにより、これを公表することができ

る。この場合において、区長は、住宅宿泊事業者に対し、弁明の機会を付与

しなければならない。 

２ 区長は、住宅宿泊事業者に対し、法第15条に基づき、必要な措置をとるべ

きことを命じ、又は法第16条第１項に基づき、その業務の全部若しくは一部

の停止を命じ、若しくは同条第２項に基づき、住宅宿泊事業の廃止を命じた

ときは、規則の定めるところにより、これを公表することができる。この場

合において、区長は、住宅宿泊事業者に対し、弁明の機会を付与しなければ

ならない。 

（事業者の責務） （住宅宿泊事業者の責務） 

第５条 区の区域内（以下「区内」という。）において、住宅宿泊事業を営も

うとする者は、法第３条第１項の届出時に併せて、次の各号に掲げる事項が

確認できる規則で定める説明書を区に提出しなければならない。 

第５条 区の区域内（以下「区内」という。）において、住宅宿泊事業を営も

うとする者は、法第３条第１項の届出時に併せて、規則で定める説明書その

他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。 

 

(1) 届出住宅についての消防機関に対する事前相談記録書等、消防機関に消

防法令の適合状況について相談を行った旨を証する書類 

（削除） 

(2) 届出住宅が建物の区分所有権（建物の区分所有等に関する法律（昭和3

7年法律第69号）第２条第１項に規定する区分所有権をいう。以下同じ。）

の対象である場合は、管理規約等（同法第30条第１項の規約及び当該規約

に基づき定める細則等をいう。以下同じ。） 

（削除） 

(3) 前号に規定する場合は、法第13条に規定する標識の掲示及び第３項に規

定する区の指定する標識の設置についての管理組合等（建物の区分所有等

に関する法律第３条に規定する管理を行うための団体をいう。以下同じ。）

の了承 

（削除） 

(4) 住宅宿泊管理業務の委託が行われる届出住宅の場合は、住宅宿泊管理業

者との契約書等 

（削除） 

(5) 区その他の関係機関との相談、調整等に関する事項 （削除） 
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(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 （削除） 

２ 区内において、住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出の７日前までに規

則で定めるところにより届出住宅の周辺住民に対して、規則で定める事項を

記載した書面等により事前に周知をしなければならない。規則で定める事項

を変更しようとするときもまた同様とする。 

２ 区内において、住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出の14日前までに規

則で定めるところにより届出住宅の周辺住民に対して、規則で定める事項を

記載した書面及び説明会の開催により事前に周知をしなければならない。規

則で定める事項を変更しようとするときもまた同様とする。 

３ 住宅宿泊事業者は、第１項第２号に規定する場合は、法の定める標識のほ

かに、郵便受けなど建物外部から認識できる場所に区の指定する標識を掲示

しなければならない。 

３ 住宅宿泊事業者は、一戸建ての住宅以外の住宅で住宅宿泊事業を営む場合

は、法の定める標識のほかに、郵便受けなど建物外部から認識できる場所に

区の指定する標識を掲示しなければならない。 

４ 住宅宿泊事業者は、当該住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を、豊

島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例（平成

11年豊島区条例第48号）を遵守し、自らの責任において適正に処理しなけれ

ばならない。 

４ 住宅宿泊事業者は、当該住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を、廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）を遵守し、自ら

の責任において適正に処理しなければならない。 

５ 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民、宿泊者等からの苦情が発生して

いる場合において、現場において対応する必要がある場合は、速やかに現場

に急行し、必要な対策を講じなければならない。 

５ 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民、宿泊者等からの苦情が発生して

いる場合において、現場において対応する必要がある場合は、速やかに現場

に急行し、必要な対策を講じなければならない。 

６ 住宅宿泊事業者は、前項に規定する苦情が発生している場合は誠実にこれ

に対応し、その対応について記録を作成し、その作成の日から３年間保管し、

区から求められた場合には対応経過を説明しなければならない。 

６ 住宅宿泊事業者は、前項に規定する苦情が発生している場合及び周辺住民

から苦情解決のための協議の場を求められた場合は誠実にこれに対応し、そ

の対応について記録を作成し、その作成の日から３年間保管し、区から求め

られた場合には対応経過を説明しなければならない。 

７ 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止のた

め、当該地域の善良な風俗を保持しなければならない。 

７ 住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止のた

め、当該地域の善良な風俗を保持しなければならない。 

８ 住宅宿泊事業者は、届出住宅における衛生保持及び感染症防止のため、宿

泊者が入れ替わるごとにシーツなどを清浄なものと交換し、定期的な清掃、

換気、その他の規則で定める衛生上必要な措置を実施し、実施している事項

について、区からの照会に回答するなど、区の指導に誠実に対応しなければ

ならない。 

８ 住宅宿泊事業者は、届出住宅における衛生保持及び感染症防止のため、宿

泊者が入れ替わるごとにシーツなどを清浄なものと交換し、定期的な清掃、

換気、その他の規則で定める衛生上必要な措置を実施し、実施している事項

について、区からの照会に回答するなど、区の指導に誠実に対応しなければ

ならない。 

９ 住宅宿泊事業者は、届出住宅周辺の案内地図の整備及び観光情報の提供等 ９ 住宅宿泊事業者は、届出住宅周辺の案内地図の整備及び宿泊者に対する観
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の方法により、宿泊者が周辺地域と良好な地域交流ができるよう努めなけれ

ばならない。 

光情報の提供等に努めなければならない。 

10 住宅宿泊事業者は、区、警察、消防等の関係行政機関からの問い合わせ及

び行政指導に対し、誠実に対応するよう努めなければならない。 

10 住宅宿泊事業者は、区、警察、消防等の関係行政機関からの問い合わせ及

び行政指導に対し、誠実に対応するよう努めなければならない。 

（新設） 11 住宅宿泊事業者は、届出住宅の所在地において活動する豊島区町会活動の

活性化の推進に関する条例（平成30年豊島区条例第12号）第２条第１号に規

定する町会への加入について、当該町会と協議をしなければならない。 

（新設） 12 住宅宿泊事業者が個人であって日本国内に住所を有しないとき又は外国法

人であるときは、当該住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、当該届出住宅に

おいて営む住宅宿泊事業に関する一切の行為（裁判上の行為を除く。）をする

代理権を付与した代理人（日本国内に住所を有する者に限る。）を選任しなけ

ればならない。 

（住宅宿泊管理業者の責務） （住宅宿泊管理業者の責務） 

第６条 前条第４項から第10項までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされ

た届出住宅において住宅宿泊事業を営む住宅宿泊事業者については適用しな

い。 

第６条 （削除） 

２ 前条第４項から第10項までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届

出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。 

前条第４項から第10項までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届

出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。 

（宿泊者の責務） （宿泊者の責務） 

第７条 宿泊者は、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者から受けた説明を遵

守し、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努めなければならない。 

第７条 宿泊者は、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者から受けた説明を遵

守し、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に努めなければならない。 

（土地又は住宅提供者等の責務） （土地又は住宅提供者等の責務） 

第８条 住宅宿泊事業の用に供する土地又は建物を提供する者は、当該提供に

係る契約（その更新の契約を含む。）の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可

否について明記するよう努めなければならない。 

第８条 住宅宿泊事業の用に供する土地又は建物を提供する者は、当該提供に

係る契約（その更新の契約を含む。）の締結の際、住宅宿泊事業の実施の可

否について明記するよう努めなければならない。 

２ 建物の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律第２条第２項に規定す

る区分所有者をいう。）は、当該建物に係る管理規約等に住宅宿泊事業の実

２ 建物の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）

第２条第２項に規定する区分所有者をいう。）は、当該建物に係る管理規約
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施の可否について明記するよう努めなければならない。 等(同法第30条第1項の規約及び当該規約に基づき定める細則等をいう。）に

住宅宿泊事業の実施の可否について明記するよう努めなければならない。 

（新設） （制限する区域及び期間） 

 第９条 法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次のと

おりとする。 

(1) 区内全域（次号に掲げる区域を除く。） 

(2) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に掲げる第1種低

層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第

1種住居地域、第2種住居地域及び準工業地域並びに同項第２号に規定する特

別用途地区のうち、第1種文教地区及び第2種文教地区として定められた地区 

２ 届出住宅を構成する建築物の敷地の一部が前項第２号に掲げる区域にある

場合は、その敷地の全部が同号に掲げる区域にあるものとみなす。 

３ 第１項第1号に掲げる区域における住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、

1月15日正午から3月15日正午まで、4月11日正午から7月1日正午まで及び9

月1日正午から12月15日正午までとする。 

４ 第１項第２号に掲げる区域における住宅宿泊事業の実施は、全ての期間、

これを制限する。 

（新設） （既存届出住宅等の特例） 

 第10条 令和８年12月16日前に、法第３条第１項の規定による届出を受理した

住宅その他住宅宿泊事業に起因する生活環境の悪化のおそれがないものとし

て規則で定める住宅（以下「既存届出住宅等」という。）については、前条

第１項第２号、同条第２項及び同条第４項の規定は、適用しない。この場合

における既存届出住宅等に対する前条第１項第１号の規定の適用について

は、同号中「区内全域（次号に掲げる区域を除く。）」とあるのは、「区内

全域」とする。 

（新設） （指導又は助言） 

 第11条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認め
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るときは、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、必要な指導又は助

言を行うことができる。 

（新設） （勧告） 

 第12条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認め

るときは、その必要の限度において、前条の指導を受けた者に対し、書面を

もって、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

2 第4条第2項の規定は、前項の勧告を受けた住宅宿泊事業者が正当な理由な

く当該勧告に従わない場合に準用する。 

（新設）  （過料） 

 第13条 第9条の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者に対しては、5万円以

下の過料を科する。 

（委任） （委任） 

第９条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な

事項は、規則で定める。 

第14条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な

事項は、規則で定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成30年６月15日から施行する。 １ この条例は、平成30年６月15日から施行する。 

（準備行為） （準備行為） 

２ 区内において、住宅宿泊事業を営もうとする者は、この条例の施行の日前

においても、第５条第１項の規定の例により、区に説明をすることができる。

この場合において、その説明をした者は、施行日において同項の説明をした

ものとみなす。 

２ 区内において、住宅宿泊事業を営もうとする者は、この条例の施行の日前

においても、第５条第１項の規定の例により、区に説明をすることができる。

この場合において、その説明をした者は、施行日において同項の説明をした

ものとみなす。 

３ 区内において、住宅宿泊事業を営もうとする者は、この条例の施行の日前

においても、第５条第２項の規定の例により、届出住宅の周辺住民に対し事

前に周知することができる。この場合において、その周知をした者は、施行

日において同項の周知をしたものとみなす。 

３ 区内において、住宅宿泊事業を営もうとする者は、この条例の施行の日前

においても、第５条第２項の規定の例により、届出住宅の周辺住民に対し事

前に周知することができる。この場合において、その周知をした者は、施行

日において同項の周知をしたものとみなす。 

（条例の見直し） （削除） 
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４ この条例の施行の日から３年を経過した時点で、住宅宿泊事業の運営状況、

区内の生活環境等を検討した上で総合的に判断し、この条例の必要に応じた

見直しを行うものとする。 

（削除） 

 附 則（令和7年12月2日条例第58号） 

 （施行期日） 

 

 

１ この条例は、令和7年12月15日から施行する。ただし、第9条、第10条及び

第13条の規定は、令和8年12月16日から施行する。 

 （条例の見直し） 

 

 

２ 区は、住宅宿泊事業の運営状況、区内の生活環境等を検討した上で総合的

に判断し、必要があると認めるときは、所要の見直しを行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 


